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第 1 章 計画策定の趣旨と計画の構成 

１．計画策定の目的 
平成１７年６月１日、我が国の都市や農山漁村等における良好な景観の形成を促進

するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格の

ある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の

実現を図ることを目的に景観法が施行されました。 

この法律の目的は、平成１６年１０月に誕生した本市でも重要なことであり、都市

アメニティ1豊かな生活空間の構築に資するのみならず、本市が内外に誇ることのでき

る新たな観光資源等として活用することも可能であると考えられることから、本市の

持つ景観資源2を市民共通の財産として保全・活用し次世代へ引き継ぐことが求められ

ています。 

そこで、本市のまちづくり全体の方向性を示す「薩摩川内市総合計画」（以下、「総

合計画」という。）に基づき、本市の景観形成に係る施策を総合的に講ずるため、「薩

摩川内市ふるさと景観計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。 

図表１ 総合計画等関連施策との関係 

 
   ※景観法第６１条第１項に規定される「景観地区」及び法第７４条第1 項に規定される「準景観地区」

について、共に本市では通称「景観地区」として取り扱うこととします。 

 

 

 
1 都市アメニティ：都市空間が「生活の質（快適さ、便利さ、安全さ）」に与える影響力 
2 景観資源：まちの景観を特徴づけたり、景観形成を行う上で大切と考えられるもの。（例）川内川や棚田、田園景観など 

薩摩川内市環境基本計画 

薩摩川内市ふるさと景観計画 

その他、景観に関する施策等 

薩摩川内市土地利用対策要綱 

建築物等の建築に係る 

住環境保全に関する指導要綱 ・景観提案地区 

・景観啓発地区 

・景観地区・準景観地区 

・市民協働による景観形成 

薩摩川内市伝統的建造物群 

保存地区保存条例 

鹿児島県県立自然公園条例 

鹿児島県屋外広告物条例 
等 

連携 

第２次薩摩川内市総合計画 

県条例等 

連携 

薩摩川内市 

都市計画マスタープラン 

鹿児島県景観条例 

・景観重要資産 

薩摩川内市景観条例 
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２．計画の期間 
 本計画の期間は、上位計画である総合計画の計画期間に合わせ、令和７年度（２０

２５年度）から令和１６年度（２０３４年度）までの１０年間とします。 

なお、今後の社会的な情勢の変化等により、必要に応じて計画を見直すこととします。 

図表２ 景観計画の期間 

年 度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

薩摩川内市総合計画 
          

薩摩川内市ふるさと景観計画 
          

 

 

 

■参考１ 景観の捉え方と景観形成の考え方 

１．景観の捉え方 

「景色3」とは、一般的に『眺望した自然の風景のこと』をいいます。 

また「風景4」とは、『自然のありのままの姿であり、私たちが景色を見る際に視覚で捉えた事

物を、見る人の心や感情などを通して主観的に捉えることができるもの』をいいます。 

一方、「景観5」とは、『人の手が加わった形の景色を、大多数の人が主観を入れずに客観的に

大差無く感じることができるような景色のこと』をいいます。 

つまり「景観」とは、『地形・自然・都市など視覚で認識できるものの他に、地域の特色や歴

史・文化など、そこにある人々の営みによって形成された景色、風景を総合して捉えることがで

きるもの』といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「景観形成」の考え方 

一般的に地域のまちづくりにおいて、景観を「守り・つくり・高める」ことを「景観形成」と

呼んでいます。本市においても、市民、事業者、地区コミュニティ協議会、まちづくり団体、市

等が一体となって、景観を「守り、つくり、高める」ことにより、公共の財産である景観にそれ

ぞれの地域の価値を見出し、全体としてより質の高い調和の取れた景観形成ができるものと考え

ます。 

 
3  景色：自然界の調和の取れた様子。 
4  風景：鑑賞に堪える、自然界の眺め。 
5 景観：見るだけの価値を持った特色のある景色。その地域の野外風景のうち山･川･湖沼･森林などの自然が形成する自然

景観と、人間の営みが加わった集落、耕地、交通路など「文化景観」の称。 

本市における「景観」イメージ 

１０年間 

令
和 

１０年間 

地形 ・ 自然  
これまでの歴史・ 

文化・人々の営み 

現在の 

人々の営み等 
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３．計画の構成 

本計画では、景観法に基づく必要な事項を定めており、構成は以下のとおりです。 

図表３ 本計画の構成 

 

■第３章 ゾーン別の景観形成方針 
①都市文化ゾーン  ②田園文化ゾーン  ③海洋文化ゾーン 
・対象区域 ・景観特性 ・景観形成目標及び方針 

■第６章 その他良好な景観形成に関する方針 
①屋外広告物の表示及び掲出に関する基本事項の策定［景観法第８条第
２項第４号］ 
②景観農業振興地域整備計画［景観法第５５条第１項］ 
③景観重要公共施設［景観法第８条第２項第４号］ 

  ○一級河川川内川      ○国道３号 
  ○都市計画道路：昭和通線  ○都市計画道路：平成通線 

■第５章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項 
［景観法第８条第２項第２号］［法第７５条第１項、第２項］ 
①一般区域における届出対象行為と行為の制限 
②長目の浜準景観地区における認定及び許可を要する行為と制限 

■第７章 市民協働による景観形成及び景観形成事業 
①基本的な考え方       ⑤薩摩川内市景観審議会 
②地区コミュニティ協議会   ⑥景観アドバイザー派遣制度 
③景観整備機構        ⑦景観形成事業 
④市の推進体制 

■第２章 市域全体の景観形成方針 
①景観計画区域 ［景観法第８条第２項第１号］ 
②良好な景観形成に関する方針 ［景観法第８条第３項］ 

基本方針 

制限・誘導

形成推進 

■第４章 景観提案制度 
①景観地区提案 
○景観提案地区 ○景観啓発地区  
○景観地区・準景観地区［景観法第６１条第１項］［法第７４条第１項］ 

②景観重要資産提案 
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